
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
振込み先の口座番号、口座名、振込み金額、通信情報、振込人情報、振込み受付け印等の
欄を有する 振込み先の口座番号、口座名および振込人情報 あらかじめ印刷

振込み処理データと振込み帳票のイメージデータ
を登録し、前記振込み処理データと前記振込み帳票のイメージデータとが一体と

払い込み明細票を印刷 振り込み先口座の開設者に 振
込み帳票を用いた振込み処理方法 、

データ修正機能を有する二次元バーコードにより印刷

前記払い込み明細票に印刷された前記二次元バーコードによる振込人コードを
振込み確認を行う 振込み帳票を

用いた振込み処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、郵便局や銀行などの金融機関等で、振込み先名、振込み先口座番号、振込み金
額、振込人情報があらかじめ振込み帳票に印字されたものを使用して処理を行う振込み処
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とともに、 が さ
れた振込み帳票を用い、振込みに際して

なった形
態の し、該払い込み明細票を 送付する

において
振込人に対応づけられた振込人コードを、前記振込人情報とともに、前記振込み帳票に、

する処理と、
前記振込み処理データと前記二次元バーコードを含む前記振込み帳票のイメージデータと
が一体となった形態の払い込み明細票を印刷する処理と、

読み取るこ
とにより、前記振込人の 処理とを有することを特徴とする



理システムに適した振込み帳票を用いた振込み処理方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、郵便局や銀行などの金融機関等で振込み処理される際、振込人があらかじめ振込み
先名、振込み先口座番号、振込み金額、振込人情報としての住所氏名、および通信事項を

が、通信販売や各種サービスの債権者が取引料金を請求する場合、債権者で
ある口座開設者が振込み帳票にあらかじめ振込み先名、振込み先コード、振込人の住所、
氏名、コード、振込金額等をあらかじめ印刷しておくことにより、振込迅速化および請求
金の回収率を高めている。また、振込み票は、振込み票本体と振込み受領書とが一体とな
っており、受領書（またはこの写し）は、振込み処理の際、振込み票本体と分離されて、
振込人に渡される。一方、振込み票本体は、振込み処理後、口座開設者に送付される。
【０００３】
ところが近年、金融機関では処理量が増加し、処理の迅速化、振込み票の保管管理事務の
効率向上のため、振込み処理の際、振込み処理データをキーボード入力およびＯＣＲ入力
し、振込み票は、ビットマップデータからなるイメージデータとして読み取り、振込み処
理データと振込み票のイメージデータをリンクして登録し、従来、口座開設者に送付され
る振込み票本体 を登録済みのイメージデータから印字出力して送付すること

。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、口座開設者がイメージデータとして受けとる振込み票は、イメージの読み
取り時、および出力時の精度により、口座開設者があらかじめ振込み票本体にＯＣＲ、バ
ーコード等で印刷しておいたの機械読取り用の振込人コードが読取り装置で読取りできな
くなってしまう事故が発生し、振込人の振込み確認処理に支障を来してしまう等の問題が
あった。この発明は、郵便局や銀行などの金融機関等での振込み処理に際し、振込人情報
があらかじめ振込み帳票に印字されたものを使用して処理を行う振込み処理システムに適
し、ビットマップ等のイメージ登録され、再度出力された振込み票から振込人コードを確
実に機械読取りが行え、確実に振込人の振込み確認処理が行える振込み帳票を用いた振込
み処理方法を提供することを目的とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を解決するため本発明の振込み帳票を用いた振込み処理方法は、
振込み先の口座番号、口座名、振込み金額、通信情報、振込人情報、振込み受付け印等の
欄を有する 振込み先の口座番号、口座名および振込人情報 あらかじめ印刷

振込み処理データと振込み帳票のイメージデータ
を登録し、前記振込み処理データと前記振込み帳票のイメージデータとが一体と

払い込み明細票を印刷 振り込み先口座の開設者に 振
込み帳票を用いた振込み処理方法 、

データ修正機能を有する二次元バーコードにより印刷

前記払い込み明細票に印刷された前記二次元バーコードによる振込人コードを
振込み確認を行う 。

【０００６】
【発明の実施形態】
以下、本発明を好適な実施例に基づいて詳細に説明する。図１は、金融機関としての郵便
局の郵便振込み処理システムの概念説明図であり、図２は、振込み先の口座開設者が顧客
である振込人の振込み確認を行う確認システムの概念説明図、図３は、あらかじめ本発明
で使用する振込票に振込票情報をコンピュータに接続した印刷装置により印刷した状態を
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記入している

と が試みられ
ている

とともに、 が さ
れた振込み帳票を用い、振込みに際して

なった形
態の し、該払い込み明細票を 送付する

において
振込人に対応づけられた振込人コードを、前記振込人情報とともに、前記振込み帳票に、

する処理と、
前記振込み処理データと前記二次元バーコードを含む前記振込み帳票のイメージデータと
が一体となった形態の払い込み明細票を印刷する処理と、

読み取るこ
とにより、前記振込人の 処理とを有する



示す平面説明図、図４は、郵便局から口座開設者に送付される振込処理明細票の平面説明
図、図５は、図１の郵便振込み処理システムにおける振込票データの処理の流れを示すフ
ロー説明図である。
【０００７】
金融機関として、例えば図１に示すよう 郵便局の郵便振込システム１が られている。
この郵便振込システム１は、振込人があらかじめ振込票記入欄に所定の情報が印字（印刷
）されたものを郵便局２に持参し、現金の振込処理を行う。郵便局２では振込票の口座番
号等はＯＣＲ読取し、金額等の処理データを入力するとともに振込票のイメージを読取り
振込処理を行う。振込票処理データは、口座番号、処理日時、処理郵便局等のテキストデ
ータと振込票のイメージデータがリンクされて貯金事務センター３に転送される。
【０００８】
貯金事務センター３では、さらに口座データを管理する計算センター４にデータを転送し
たり集計データを受けて、振込票処理データを編集し、振込明細票を印刷装置５で印刷さ
れ送付される。また貯金事務センター３は、管轄範囲ごとのデータ集計のために他の貯金
事務センターとのデータ交換が行われる。
【０００９】
図３は、前述したように振込票Ｆに振込票情報をコンピュータに接続した印刷装置により
印刷した状態を示すもので、振込票情報としては、振込先口座番号１５、振込先名１６、
振込人住所・氏名１７、通信事項１８、振込金額１９および振込人コードＢがあらかじめ
印刷されている。これら振込票情報のうち振込先口座番号１５、振込先名１６は固定情報
として印刷機等によりプレ印刷されるとともに振込人住所・氏名１７、通信事項１８、振
込金額１９および振込人コードＢは、可変データとしてコンピュータに接続された印刷装
置により印刷される。
【００１０】

は、二次元バーコードで出力される。二次元バーコードは、マトリックス
状にデータを配置されるので、データ量が大量で、従来のバーコードが誤り検出まで 可
能である 、この二次元バーコードは、データの誤り訂正まで可能であり、部分的なデ
ータの汚れ、破損があった場合もデータの復元が可能で各種の二次元バーコードが開示さ
れている。例えばＩ．Ｄ．マトリックス社のデータコード、ベリテック社のベリコード、
シンボルテクノロジー社のＰＤＦ４１７等が代表的ものとして られている。
【００１１】
また、二次元バーコードは、データ量が大量に書き込めるので、上記実施例では、振込人
コードのみであったが、さらに振込人の住所・氏名、振込金額等も書き込むことが可能で
ある。
【００１２】
このようにして振込人 、振込票Ｆを郵便局に持参し、振込処理を行うと貯金事務センタ
ーより図４に示すような振込明細票Ｍが発行され被振込人（口座開設者）に送付される。
この には、振込処理された時の処理データとして、振込先口座番号２１、取
扱日（処理日）２２、取扱局２３、振込金額２４、料金（振込手数料）２５等がテキスト
データで印字されるとともに振込票のイメージデータがビットマップデータで印字出力さ
れる。 、問い合わせの整理番号となる「お問い合わせ番号」 、問い合わせ先の
「お問い合わせ電話番号」 。
【００１３】
図５は、図１の郵便振込み処理システムにおける振込票データの処理の流れを示すフロー
説明図であるが、振込時ステップ３１として振込人のコードを含む振込人情報のイメージ
を読取り、振込み処理情報の入力を行う。処理郵便局から貯金事務センターへのデータ転
送ステップ３２、貯金事務センターと計算センターとのデータ処理ステップ３３で振込人
情報のイメージと処理データの転送、登録は、互いにリンクして行わなくてはならない。
貯金事務センターからの振込（払込）明細票出力ステップ３４では、図４に示したように
振込人情報のイメージデータと振込処理データ等を編集して単票に表示出力する。
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な 知

振込人コードＢ
が

一方

知

が

振込明細票Ｍ

また ２６や
２７も印字されている



【００１４】
口座開設者に送付された振込明細票Ｍは、図２で示され ように口座開設者が顧客である
振込人の振込み確認を行う確認システムで処理されるが、この確認システムは、入力部７
、表示部９、制御部８、印刷装置１１、顧客ファイルを有する記憶部１２等からなる一般
的なコンピュータシステムであって、制御部８にはインターフェイス１０を介して、振込
明細票Ｍに表示された二次元バーコードを読み取る二次元バーコードリーダー１３が接続
されている。また制御部８には、あらかじめ二次元バーコード読取りプログラムおよび振
込確認処理を行う顧客管理プログラムが組み込まれている。
【００１５】
このようにして貯金事務センターから受領した振込明細票Ｍに二次元バーコードで表示さ
れた振込人（顧客）コードを順次読取り、払い込み処理が終了した振込人データを入力す
る。イメージデータとして再生された二次元バーコードの読み取り中に二次元バーコード
の汚れや破損、不明瞭部分があってもデータの復元処理をしながら確実に読み取りを行な
うことができる。
【００１６】
なお、上記実施例において本発明は、振込処理方法において、金融機関としての振込処理
システムを郵便振込システムとして説明したが、銀行の振込システムに採用してもよいも
のであって、口座開設者に送付される振込（払込）明細票に、振込票がビットマップデー
タで読取られイメージデータで再度出力されるシステムに採用される場合に適している。
【００１７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の振込み帳票を用いた振込み処理方法は、データの誤り訂正
が可能であり、部分的なデータの汚れ、破壊があった場合にもデータの復元が可能な二次
元バーコードで振込票に振込人コードを印字（印刷）しておくことにより、振込票をイメ
ージ読取り、およびイメージの再出力された振込み明細書から、振込人コードデータに汚
れ、破壊があっても振込人コードを確実に読み取れ、振込人を確定できる。これにより、
払い込み処理が終了した振込人データの入力処理の効率が向上し、通信販売や各種サービ
スの債権者が取引料金を請求する場合等の顧客管理が確実なものとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に適用される、郵便振込み処理システムの概念説明図。
【図２】本発明の振込処理に適用される、振込人の振込み確認を行う確認システムの概念
説明図。
【図３】本発明で使用する振込票に振込票情報をコンピュータに接続した印刷装置により
印刷した状態を示す平面説明図。
【図４】郵便局から口座開設者に送付される振込処理明細票の平面説明図。
【図５】図１の郵便振込み処理システムにおける振込票データの処理を示すフロー説明図
。
【符号の説明】
１…郵便振込処理システム
Ｂ…二次元バーコード
Ｆ…振込票
Ｍ…振込明細票
４…配送票貼付装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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